
は　じ　め　に

　自転車は，移動手段や荷物の運搬手段として
広く利用されている。また，幅広い年齢層に利
用され，環境への負荷も少なく，健康増進に資
するなど，今後の利用促進が見込まれる。
　他方，自転車走行に関連する社会的批判もあ
り，自転車利用者の通行ルールの在り方も議論
され，平成１８年４月に策定された交通安全対策
推進プログラムでは，自転車利用の者の安全確
保と悪質自転車対策に取り組む姿勢が示された。
平成１９年６月には，自転車の通行ルールの見直
し等を内容とする道路交通法の一部を改正する
法律が公布（以下「改正法」という）され，そ
の改正内容の周知と改正法の円滑な施行に向け，
自転車の安全利用を促す取り組みの推進がなさ
れ，平成２０年６月に改正法が施行されている。
　本稿では，その改正法の乗車用ヘルメットに
関する規定において，児童又は幼児を保護する
責任のある者は，児童又は幼児を自転車に乗車
させるときは，乗車用ヘルメットをかぶらせる
よう努めなければならないという努力義務規定
が設けられた点に注目し，まず，その経済学的
解釈を行い，それに続きデータを用いてヘル
メットの着用状況に関する統計学的な検証を行
う。
　道路交通法の改正に関する経済学的解釈では，
自転車の利用に伴う外部不経済について議論を
行う。保護者の効用を最大にする自転車サービ
ス需要量は，制約無しに選択され，その需要量

の規模が，保護者と自転車に同乗する幼児の効
用に影響を与え，その需要に伴う外部不経済の
影響で，自転車に同乗する幼児の効用の減少に
つながる。さらに，保護者と同乗する幼児には，
その外部不経済を適切に判断し，両者の効用の
合計を引き上げるため，保護者の需要量の調整
を行うことは困難である。そのため，改正法の
ように，保護者の需要量に伴い増加する外部不
経済を軽減するための措置が必要となる。
　改正法の経済学的解釈を示した後に，行う統
計学的な検証では，その実態がどのようになっ
ているのかについて議論をする。そこで用いる
データは，改正法公布前および改正法施行前後
に行われた調査データと広島市及び東広島市で
収集されたデータである。それらを用い，改正
法公布前後の自転車同乗幼児のヘルメット着用
状況の変化の有無について，都市規模の違いと
ヘルメット着用状況の差異について，広島市及
び東広島市のヘルメット着用状況などについて
統計学的検証を行う。
　その結果，全国的な調査では，１０万人以上の
都市規模の方がそれ未満の都市規模より，改正
法公布後施行前の同乗幼児のヘルメット着用状
況が改正前の状態よりも着用比率に統計学的に
有意な差があることや，広島市及び東広島市の
同着用比率は同規模の都市のものより低い水準
であることが確認され，保護者の自転車サービ
ス需要に伴う外部不経済の軽減が一部でなされ
ているものの，まだこれからもその改善に向け
た取り組みが必要であることが示される。
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１． 自転車同乗に伴う外部不経済とその解
決方法について

　本章では，まず，自転車同乗に伴う外部不経
済とは何かについて議論をする。通常，運転者
は同乗者と同様どの程度自転車からのサービス
を需要するかを自らの意思で決定するが，保護
者が幼児を同乗させる場合，その前提が少し異
なり，幼児には，自らの意思でその選択を行う
ことが困難となることを考慮して分析する必要
がある。それについては，１節で議論する。２
節では，その外部不経済をどのように軽減すれ
ばよいかについて一つの方向性を示し，同乗す
る児童・幼児のヘルメット着用に関する道路交
通法の改正について経済学的解釈を与える。

１．１ 自転車同乗者の子供に関連する事故と外部

不経済について

　自転車同乗幼児に関連する事故１）は，自転車
の転倒などに伴うもので，子供の死亡や，後遺
症を残すことにつながるときがある。これは，
自転車の利用に伴い，その自転車に同乗する幼
児という第３者への外部不経済２）に該当する。
　自転車には，移動及び，運搬という機能があ
り，自転車に幼児を同乗させる保護者は，その
両サービスを需要していると言える。また，同
乗する幼児は，その同乗から効用を得るが，そ
れに伴い生じる危険にもさらされる。
　ここで，保護者の効用関数を U １ とし，移動

サービス及び，運搬サービスを X １ とし，xiを
iが需要する自転車からのサービスの量とする
と，保護者の効用関数は，U １ =  U １(x１)と表せる。
同様に幼児の効用関数を U ２ とすると，U ２ = U ２ 
(x２, x１)と表せる。ここで，U ２ に x１ が含まれて
いるのは，保護者の需要量が U ２ に外部不経済
を与えるからである。x１ は，幼児の需要量 x２ と
は独立に U １ を最大にするように決定され，U ２ 

の大きさはx１ からの外部不経済の大きさとx２ か
ら得られる効用の大きさを考慮して決まる。x２ 

は，x１ からの影響を受けその量を決定するので，
x２ = f(x１)と表すことができる。このことから 
U ２  = U ２(f(x１), x１)  = U ２(x１)と表現できる。x２  = f 
(x１)に注目すれば，これは x１ に従い，x２ を選ぶ
ということを意味しているが，これを幼児が行
うことはできないであろう。また，外部不経済
は，dU ２/dx１ < ０ により表され，その存在が示さ
れるが，幼児は，x２ を x１ との関係から選ぶこと
ができないので，両者が合意する需要量の実現
は困難となる。従って，いかなる x１ において
も，dU ２/dx１ = ０ に近づける何かの手段が必要と
なることを示している。
　図１（a）は，保護者の効用関数をあらわし，
保護者は，それが最も大きくなる x１*  を選択す
る。図１（b）は，幼児の効用関数をあらわし，
x１ の大きさに従い，外部不経済が生じるため，
U ２ は，減少して行く様子を表している。図１
（c）は（a）を回転させ，上から（b）に重ね合
わせた図である。保護者が x１*  を選択すれば，b
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図１　自転車同乗に伴う外部不経済（武隈（１９９３）を参考に作成）



と cが保護者と幼児の効用の実現値となる。と
ころが，保護者と幼児の効用の合計は，bと c

の間の分だけ未実現な効用があり，x* を減らす
ことで，全体の効用を増やすことが可能なこと
が分かる。つまり，x１* を少しずつ変化させ，a

を通る保護者の需要量がx１’の時，未実現の効用
分b - cが追加され，x１* の時よりも，全体の効用
は大きなものとなる。このように，外部不経済
が存在する場合，保護者にとって最適な需要量
が必ずしも，全体の最適な需要量にはならない
ことを示している。幼児が自らにとって望まし
い保護者の需要量を表示できるならば，x１* から
x１’へと需要量の減少に伴う，保護者の効用の減
少を補償しながら，自らの効用を引き上げるこ
とが可能である。しかし，幼児にとっては，そ
のような交渉自体が困難であるので，外部不経
済の解消に向けた何らかの政策が必要となる。

１．２ 外部不経済の解決方法と具体的な取り組み

の位置付け

　外部不経済は，一般的に課税や補助金による
解決や利害関係者の自発的交渉による解決の可
能性が示されている。
　先のケースは，保護者と幼児の関係上，幼児
が主体的に，自らが被る外部不経済の金銭的な
不利益を評価し，その補償額を考慮して，保護
者の最適な需要量の決定を促すことは困難であ
る。従って，保護者が選ぶ最適な需要量におい
て外部不経済をできるだけ小さくする試みが必
要となる。
　平成２０年に改正道路交通法が施行され，「１３
歳未満の幼児・児童が自転車に乗る場合，ヘル
メットの着用に努めること」が保護者の努力義
務とされている，この取り組みは，先に議論し
た理論的なことを背景とし，事故に伴う幼児・
児童が被る不利益を防ごうとする意図で実現し
たものと解釈できる。つまり，自らその選択を
十分にできない幼児に代わって，その外部不経

済を保護者に認識してもらう取り組みと位置づ
けられる。

２． 自転車同乗幼児のヘルメット着用実態
について

　本章では，平成１８年の調査で得られたデータ
及び，平成２０年の調査で得られたデータを用い，
道路交通法改正前後の自転車同乗幼児のヘル
メット着用の状況を，全国的な視点，都市規模
別の視点から検証する。そこで，法律の改正に
よって特に１０万人以上の規模の都市で自転車同
乗幼児のヘルメット着用状況に変化が見られた
点が明らかになり，その要因の一つが子供との
同乗経験の有無にある可能性が示される。ま
た，２節では広島市及び東広島市で収集された
データを用い，全国的なデータによる検証結果
との比較及び，広島市や東広島市でのヘルメッ
ト着用状況の相互比較を行い，広島市及び東広
島市の同着用状況が全国的なヘルメット着用状
況よりも低い水準であるが，時間的な経過に伴
い改善の兆しがみられる点などが示される。

２．１ 先行研究に示されたデータを用いた自転車

同乗幼児のヘルメット着用実態について

　本節では，平成１８年の調査で得られたデータ
及び，平成２０年の調査で得られたデータを用い，
道路交通法改正前後の自転車同乗幼児のヘル
メット着用の状況を，全国的な視点，都市規模
別の視点から検証する。そこで，法律の改正に
よって平成１８年の状況に比べ，平成２０年の状況
の方がヘルメット着用状況が改善している点，
特に１０万人以上の規模の都市で変化が見られる
点が明らかになる。また，１０万人以上の規模の
都市の方が，子供との同乗経験が多くある可能
性が示される。
２．１．１ 道路交通法改正前と改正後施行前の

自転車同乗幼児のヘルメット着用状況

　平成１９年に自転車同乗時の幼児のヘルメット
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着用の努力義務化に関する道路交通法改正がな
され，それを受け，平成２０年６月からその法律
が施行された。ここでは，その前後に実施され
た調査結果を用い，自転車同乗時の幼児のヘル
メット着用比率に関して考察を行う。まず，平
成１８年と平成２０年に実施された調査結果を参考
に，それらの着用比率に統計学的に有意な差が
あるかどうかの比率の差の検定３）を行う。用い
るデータは，表１のようになっている。

　このデータを用い，平成１８年と平成２０年の自
転車同乗幼児のヘルメット着用比率の差の検定
を次のように行った。
　帰無仮説 H ０ は，「平成１８年の自転車同乗幼児
のヘルメット着用比率 p１ と平成２０年の同着用比
率p２ には差がない」とし，対立仮説H １ を「両比
率には差（p１ < p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/４７４２ + １/１５７８)に従う。ま
た，p = (０.０９４ ́ ４７４２ + ０.２８１ ́ １５７８)/(４７４２ + １５７８) = 

０.１４０７ で与えられる。これらの情報から，標準
正規分布に従う検定統計量 zを求めると，z = 
-１８.４１ < -２.３３ となり，下側１％の有意水準で 
H ０ が棄却され，対立仮説 H １「両比率には差
（p１ < p２）がある」が採択される。
　その結果，施行前の状況であっても，平成２０
年のほうが，自転車同乗幼児のヘルメット着用

比率は大きいことが明らかになった。
２．１．２ 道路交通法改正前と改正後施行前の

都市規模別自転車同乗幼児のヘル

メット着用状況

　次に，平成１８年および，平成２０年の都市規模
別のデータを用い，都市規模間で自転車同乗幼
児のヘルメット着用比率に同一性があるかどう
かの検定４）を行う。用いるデータは，表２のよ
うになっている。
　まず，平成１８年のデータをもとに，都市規模
間の着用比率に同一性があるかどうかの仮説検
定を行う。
　帰無仮説 H ０ は，「すべての都市規模において
自転車同乗幼児のヘルメット着用比率は同じで
ある。」とし，対立仮説 H １ は，「すべての都市
規模において自転車同乗幼児のヘルメット着用
比率は同じであるわけではない。」とする。ここ
で，検定統計量Qは，Q = S{（着用数−期待着用
数）２/  期待着用数 } + S{（未着用数−期待未着用
数）２/  期待未着用数 }で与えられ，これは，自由
度 (２ - １) ́ (５ - １)の c２（カイ二乗）分布に従
う。これらの情報から，カイ二乗分布に従う検
定統計量 Qを求めると，Q = ７.５３４ < ９.４８７７ とな
り，５％の有意水準で H ０ が採択される。した
がって，改正法前では，すべての都市規模にお
いて自転車同乗幼児のヘルメット着用比率は同
じであると言える。
　同様に，平成２０年のデータをもとに，都市規
模間の着用比率に同一性があるかどうかの仮説
検定を行う。
　帰無仮説 H ０ は，先と同様に，「すべての都市
規模において自転車同乗幼児のヘルメット着用
比率は同じである。」とし，対立仮説 H １ は，
「すべての都市規模において自転車同乗幼児のヘ
ルメット着用比率は同じであるわけではない。」
とする。同様に，カイ二乗分布に従う検定統計
量 Qを求めると，Q = １４.６７ > １３.２７７ となり，
１％の有意水準で H ０ が棄却され，H １ が採択さ
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表１　自転車同乗時の幼児のヘルメット着用状況
（調査年別，Total）注１

　H２０年注２H１８年

０.２８１０.０９４着用比率

０.７１９０.９０６未着用比率

１,５７８４,７４２合計人数

注１） 財）自転車産業協会『幼児の自転車同乗の実
態に関する調査（H１８年３月）』と警察庁『第
７回幼児２人同乗用自転車検討委員会資料
（H２１年３月２６日）』より作成。

注２） 改正法が効力を持つのは H２０年６月からであ
り，このデータは同年の６月以前に調査され
たものである。



れる。したがって，改正法後施行前では，すべ
ての都市規模において自転車同乗幼児のヘル
メット着用比率は同じであるわけではないと言
える。
　その結果，平成１８年では都市規模にかかわら
ず，自転車同乗幼児のヘルメット着用比率は，
同一性を示した。それに対し，平成２０年では，
その同一性を示さなかった。このことから，改
正法後施行前の趣旨周知期間内の同着用率の変
化には，都市規模間で違いがある点が明らかと
なった。以下では，都市規模間での同着用比率
の差の関係を見ていくことにする。

２．１．３ 道路交通法改正後施行前における都市

規模別自転車同乗幼児のヘルメット着

用状況

　平成２０年における都市規模間の着用比率の同
一性が確認されなかったことから，平成２０年の
データを用い，都市規模別の同着用比率に差が
あるかどうかの検定を行う。
　その結果，５０万人以上の規模の都市は，３万
人未満，および３万人以上１０万人未満の規模の
都市との間に，ヘルメット着用比率に有意な差
があることが示された。また，３万未満および
３万以上１０万未満の規模の都市との間には，そ
の比率に有意な差があることが認められなかっ
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表２　自転車同乗時の幼児のヘルメット着用状況（都市規模別，調査年別）

n ＝ １,５７８H２０年注２n ＝ ４,７４２H１８年注１

５０万人
以上

２０万人
以上
５０万人
未満

１０万人
以上
２０万人
未満

３万人
以上
１０万人
未満

３万人
未満

５０万人
以上

２０万人
以上
５０万人
未満

１０万人
以上
２０万人
未満

３万人
以上
１０万人
未満

３万人
未満都市規模

０.３２６０.２８８０.２８９０.２２８ ０.１７２０.０８１０.１  ０.１１５０.０９６０.１０１着用比率

０.６７４０.７１２０.７１１０.７７２ ０.８２８０.９１９０.９  ０.８８５０.９０４０.８９９未着用比率

１６０.０６６１２２.１１２７３.９８４７２.９６ １４.９６４１６２.１６２１０９.７  ６４.１７ ７５.５５２３０.０９８着用数

１３７.９７１１１９.１４４７１.９３６８９.９２ ２４.４４７１８８.１８８１０３.１１８５２.４５２７３.９７８２８.０１２（期待着用数）

３３０.９３４３０１.８８８１８２.０１６２４７.０４ ７２.０３６１,８３９.８３８９８７.３  ４９３.８３ ７１１.４４８２６７.９０２未着用数

３５３.０２９３０４.８５６１８４.０６４２３０.０８ ６２.５５３１,８１３.８１２９９３.８８２５０５.５４８７１３.０２２２６９.９８８（期待未着用数）

４９１４２４２５６３２０ ８７２,００２１,０９７５５８７８７２９８合計人数

注１） 財）自転車産業協会「同乗幼児のヘルメット着用の有無（H１８年３月調査）（都市規模別）」『幼児の自転車同乗の
実態に関する調査（H１８年３月）』より作成

注２）警察庁「自転車の幼児同乗に関するアンケート調査結果　H２０年」『第７回幼児２人同乗用自転車検討委員会資料
（H２１年３月２６日）』より作成

表３ H２０年１月で行われた調査結果に基づく都市規模別の着用比率の差の検定結果（z）

⑤５０万人以上④２０万人以上③１０万人以上②３万人以上
**２.８８１*２.２２５*２.１５１１.１２５①３万人未満
**３.０１４*１.８４２*１.６６９−②３万人以上

１.０３５*１.７２４−③１０万人以上

１.２４１−④２０万人以上

注） 表中の数字は，標準正規分に従う検定統計量 zの値であり，数字の左上にある，*
は有意水準５％，**は有意水準１％で帰無仮説（H０：両着用比率に差がない）が棄
却されたことを表す。



た。
　都市規模を区分するに際しては，表３　Ｈ２０
年１月で行われた調査結果に基づく都市規模別
の着用比率の差の検定で行った都市規模別の着
用比率の差の検定結果を参考に行う。この結果
を元に，以下では，都市規模を，１０万人未満と
１０万人以上で区切り，自転車同乗幼児のヘル
メット着用比率の差の検定を行う。

　都市の規模による自転車同乗幼児のヘルメッ
ト着用比率に関して，改正された法律の施行間
近の時点でその比率の同一性に差がある点は，
その法律施行前の周知状況が都市の規模間で異
なる可能性を示している。また，その都市規模
間の同着用比率の差の検定により，都市規模間
の同着用比率の差の有無を見出し，その区分を
１０万人未満と１０万人以上に設けることとした。
同データを用い，１０万人未満の都市と１０万人以
上の都市におけるヘルメット着用比率の差の検
定を次のように行った。
　帰無仮説 H ０ は，「１０万人未満の都市における
平成２０年の自転車同乗幼児のヘルメット着用比
率p１ と１０万人以上の都市における平成２０年の同
着用比率 p２ には差がない」とし，対立仮説 H １ 

を「両比率には差（p１ < p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/４０７ + １/１１７１)に従う。また，

p = (８７.８２４ + ３５６.１６２)/(４０７ + １１７１) = ０.３９１６で 与
えられる。これらの情報から，標準正規分布に
従う検定統計量 zを求めると，z = -３.１４ < -２.３３
となり，下側１％の有意水準で H ０ が棄却され，
対立仮説 H １「両比率には差（p１ < p２）がある」
が採択される。したがって，１０万人未満の都市
における同着用比率よりも１０万人以上の都市の
同着用比率の方が大きいと言える。
　このように都市規模によって違いが生じる理
由としては，改正法の趣旨周知方法による違い
によるもの以外に，都市規模が小さい場合，移
動の交通手段として自転車が主要なものではな
い可能性も考えられる。その場合，子供を同乗
させた経験があるかどうかが重要な点となると
考えられる。従って，以下では，これまでと同
様の区分による都市規模別の子供同乗経験の有
無に関する比率の差の検定を行う。
２．１．４ 都市規模別子供の同乗経験有無に関

する状況

　都市規模が１０万人未満かそれ以上かでヘル
メットの着用比率に差があったことから，それ
らの両区分で同乗経験に差があることが予想さ
れたため，同乗経験の有無に関する比率の差の
検定を行う。
　表５のデータを用い，１０万人未満の都市と１０
万人以上の都市における同乗経験の有無に関す
る比率の差の検定を次のように行った。
　帰無仮説 H ０ は，「１０万人未満の都市における
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表４　平成２０年のデータに基づく都市規模別自転車
同乗幼児のヘルメット着用比率の差の検定

１０万人以上１０万人未満

０.３０４２０.２１６０着用比率

０.６９５８０.７８４０未着用比率

３５６.１８７.９２着用数

８１４.８３１９.１未着用数

１,１７１４０７合計人数

注） 警察庁「自転車の幼児同乗に関するアンケート
調査結果　H２０年」『第７回幼児２人同乗用自
転車検討委員会資料（H２１年３月２６日）』より
作成

表５　都市規模別昨年１年間における自転車への子
供同乗経験の有無

１０万人以上１０万人未満

１,００７３４５同乗経験あり

０.４９８０.３５２同乗経験ありの比率

２,０２１９７９合計人数

注） 警察庁「自転車の幼児同乗に関するアンケート
調査結果　H２０年」『第７回幼児２人同乗用自
転車検討委員会資料（H２１年３月２６日）』より
作成



平成２０年の子供と自転車同乗経験のありの比率
p１ と１０万人以上の都市における平成２０年の子供
と自転車同乗経験のありの比率 p２ には差がな
い」とし，対立仮説 H １ を「両比率には差（p１ < 
p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０：p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散pq(１/９７９ + １/２０２１)に従う。また，
p = (３４５ + １００７)/(９７９ + ２０２１) = ０.４５０６ で与えられ
る。これらの情報から，標準正規分布に従う検
定統計量 zを求めると，z = -７.５３ < -２.３３ となり，
下側１％の有意水準で H ０ が棄却され，対立仮
説 H １「両比率には差（p１ < p２）がある」が採択
される。したがって，１０万人未満の都市におけ
る同乗経験ありの比率よりも１０万人以上の都市
の同乗経験ありの比率の方が大きいと言える。
　以上より，道路交通法改正前（平成１８年）よ
りも改正後施行前（平成２０年）の自転車同乗幼
児のヘルメット着用率の方が統計学的に有意な
差があるという結果が得られた。これは，改正
法が施行されるまでの間，その趣旨の周知活動
がなされた効果であるとも考えられる。また，
平成１８年では，都市規模にかかわらず同ヘル
メット着用率には統計学的に有意な差がなく，
平成２０年では，都市規模間の同ヘルメット着用
率には，統計学的に有意な同一性は確認されな
かった。これは，先に述べた，改正法の趣旨に
関する周知活動に何らかの違いが存在するかそ
の活動が同じ場合でも，効果に影響を与える要
因が存在する可能性を示している。これを受け
て，平成２０年の都市規模間の同ヘルメット着用
率に差があるかを統計学的に検証した。１０万人
未満の都市と１０万人以上の都市の同ヘルメット
着用率には統計学的な差があり，改正法の趣旨
についての周知活動の効果に違いがある点が指
摘できる。効果の違いが都市規模にあるひとつ
の理由として，１０万人未満の都市規模１０万人以
上の都市規模の保護者に比べ，子供の同乗経験
が少ない点が挙げられる。

２．２ 広島市および東広島市における自転車同乗

幼児のヘルメット着用について

　平成２２年度の広島市の人口はおよそ１１５万人，
平成２２年度の東広島の人口は，およそ１８万人と
なっており，広島市は表２の５０万人以上の規模
の都市および，東広島市は，１０万人以上２０万人
未満の規模の都市にそれぞれ該当する。ヘル
メット着用比率については，５０万人以上の都市
では０.３２６であり，１０万人以上２０万人未満の都市
は０.２８９である。この比率を参考に，収集を行っ
たデータの考察を行う。
　まず，人口規模が類似した都市間の平成２０年
と平成２１年の同着用比率の差の検定を行い，広
島市及び東広島市の平成２０年，及び平成２１年の
データを用いた同着用比率の差の検定を行う。
２．２．１ 広島市とそれと同等の人口規模の都市

間の同着用比率の状況について

　まず，広島市と同程度の人口規模の同着用比
率の差の検定を行った。
　用いたデータは，広島市と，同等都市規模の
データは，平成２０年のものであり，広島市に関
しては，改正法施行直後のデータであり，同等
都市規模のデータは改正法公布後施行前のもの
である。時間の経過とともに，改正法の趣旨が
浸透し，意識が高まっている場合，同着用比率
が上昇している可能性もあるが，他方でその実
施主体や関連団体の取り組み方などを考慮すれ
ば，同比率が低い水準にとどまる可能性もある
ため，本検定は，両側検定とした。
　帰無仮説H ０ を「広島市における平成２０年の自
転車同乗幼児のヘルメット着用比率 p１ と平成２０
年の同等の都市規模における同着用比率 p２ には
差がない」とし，対立仮説 H １ を「両比率には
差（p１ ¹ p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/２７ + １/４９１)に従う。また， 
p = (５ + １６０)/(２７ + ４９１) = ０.３１８７ で与えられる。
これらの情報から，標準正規分布に従う検定統
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計量 zを求めると，z = -６.８８ < -２.５８ となり，両
側１％の有意水準で H ０ が棄却され，対立仮説
H １「両比率には差（p１ ¹ p２）がある」が採択さ
れる。したがって，広島市と同等の都市規模の
同着用比率の間には，統計学的に有意な差が確
認される。改正法公布後施行直前の状況と時間
が経過した後の変化については，平成２０年の同
等の都市規模データと平成２１年の広島市におけ
るヘルメット着用比率に関する統計学的検証が
必要である。
　これを受けて，次に，広島市の平成２１年の
データと，同等都市規模の平成２０年のデータを
用い，両者に統計学的な差があると言えるかど
うかの仮説検定を行った。検定は，上記と同じ
理由で両側検定とした。
　帰無仮説 H ０ を「広島市における平成２１年の自
転車同乗幼児のヘルメット着用比率 p１ と平成２０
年の同等の都市規模における同着用比率 p２ には
差がない」とし，対立仮説 H １を「両比率には差
（p１ ¹ p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/２８５ + １/４９１)に従う。また，
p = (６９ + １６０)/(２８５ + ４９１) = ０.２９５２ で与えられる。
これらの情報から，標準正規分布に従う検定統
計量 zを求めると，z = -５.１２ < -２.５８ となり，両
側１％の有意水準で H ０ が棄却され，対立仮説
H １「両比率には差（p１ ¹ p２）がある」が採択さ
れる。したがって，広島市と同等の都市規模の
同着用比率の間には，統計学的に有意な差が確

認される。改正法施行後，時間の経過に伴う変
化については，平成２０年と平成２１年の広島市に
おけるヘルメット着用比率に関する統計学的検
証が必要である。
　続いて，平成２０年と平成２１年の広島市におけ
るヘルメット着用比率に統計学的に有意な差が
あるかどうか仮説検定を行った。
　帰無仮説 H ０ を「広島市における平成２０年の自
転車同乗幼児のヘルメット着用比率 p１ と平成２１
年の同比率 p２ には差がない」とし，対立仮説 
H １ を「両比率には差（p１ < p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/２７ + １/２８５)に従う。また， 
p = (５ + ６９)/(２７ + ２８５) = ０.２３７２ で与えられる。こ
れらの情報から，標準正規分布に従う検定統計
量 zを求めると，z = -２.３６ < -２.３３ となり，下側
１％の有意水準で H ０ が棄却され，対立仮説 H １
「両比率には差（p１ < p２）がある」が採択される。
したがって，改正法施行後，時間の経過により
同比率が大きくなっているといえる。
　以上から，広島市は同等の都市規模の同着用
比率の間には差があることが確認され，広島市
のそれは，低水準である可能性がある。ただ，
広島市の平成２１年の同着用比率は，平成２０年に
比べ，上昇している可能性が示された。
２．２．２ 東広島市とそれと同等の都市規模の都

市間の同着用比率の状況について

　東広島市の平成２１年のデータと，同等都市規
模の平成２０年のデータを用い，両者に統計学的
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表６　広島市及び東広島市における自転車同乗幼児のヘルメット着用状況
（平成２０年，平成２１年）

該　当　数総　　　数

平成２１年平成２０年平成２１年平成２０年

６９５２８５２７広 島 市

１０ ９２東広島市

注） 平成２０年の広島市のデータは改正法施行直後のデータ。平成２１年の広島
市，東広島市のデータ５）は平成２１年度後期開講の実践公共経済学で半期
にわたって収集したものから作成。



な差があると言えるかどうかの仮説検定を行っ
た。検定は，両側検定を行い，上記と同じ考え
に従った。
　帰無仮説 H ０ を「東広島市における平成２１年
の自転車同乗幼児のヘルメット着用比率 p１ と平
成２０年の同等の都市規模における同着用比率 p２ 

には差がない」とし，対立仮説 H １ を「両比率
には差（p１ ¹ p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/９２ + １/２５６)に従う。また， 
p = (１０ + ７４)/(９２ + ２５６) = ０.２４１３ で与えられる。
これらの情報から，標準正規分布に従う検定統
計量 zを求めると，z = -７.８６ < -２.５８ となり，両
側１％の有意水準で H ０ が棄却され，対立仮説
H １「両比率には差（p１ ¹ p２）がある」が採択さ
れる。したがって，東広島市と同等の都市規模
の同着用比率の間には，統計的に有意な差が確
認される。
２．２．３ 平成２１年の広島市と東広島市の同着用

比率の状況

　次に，平成２１年の広島市におけるヘルメット
着用比率と同年の東広島市における同比率に統
計学的に有意な差があるかどうかの仮説検定を
行った。
　帰無仮説 H ０ を「東広島市における平成２１年
の自転車同乗幼児のヘルメット着用比率 p１ と広
島市における平成２１年の同比率 p２ には差がな
い」とし，対立仮説 H １ を「両比率には差（p１ < 
p２）がある」とした。
　このとき，帰無仮説 H ０ : p１ = p２ = pのもとで，
平均０，分散 pq(１/９２ + １/２８５)に従う。また， 
p = (１０ + ６９)/(９２ + ２８５) = ０.２０９５ で与えられる。
これらの情報から，標準正規分布に従う検定統
計量 zを求めると，z = -６.３７ < -２.３３となり，下
側１％の有意水準で H ０ が棄却され，対立仮説
H １「両比率には差（p１ < p２）がある」が採択さ
れる。したがって，広島市の方が東広島市より
も，同着用比率が大きいと言える。

　上記の統計的仮説検定の結果から，次のよう
なことが示された。
　平成２０年広島市と平成２０年同規模都市は両者
に差が確認され，広島市が低い水準にある可能
性が示された。
　平成２１年広島市と平成２０年同規模都市は両者
に差が確認され，改正法施行後，時間の経過が
あるが広島市が低い水準にある可能性が示され
た。
　平成２０年広島市と平成２１年の広島市は両者に
差が確認され，改正法施行後，時間の経過に伴
い同着用比率の水準が上昇した可能性が示され
た。
　平成２１年東広島市と平成２０年同規模都市は両
者に差が確認され，改正法施行後，時間の経過
に伴い同着用比率の水準が平成２０年同規模都市
の水準に近づいていない可能性が示された。
　平成２１年広島市と平成２１年東広島市は両者に
差が確認された。
　以上から，全国的には，改正法公布後施行前
の期間にその趣旨周知活動がなされた結果，同
着用比率が上昇したと考えられる。しかし，そ
の効果は，都市規模で異なり，１０万人以上の都
市規模のほうが，同着用比率が高い結果を得た。
その要因のひとつとして考えられたのが，都市
規模別の子供との自転車同乗経験の有無の大小
であり，１０万人以上の都市規模においてその値
が大きいと言える。
　これに続いて，広島市及び東広島市における
状況を収集したデータと先行研究に示された
データを用い考察した。その結果，広島市は，
改正法施行後の平成２０年から平成２１年にかけて，
同着用比率は上昇したが，同等の都市規模と比
較した場合，その値は低い水準であると考えら
れる。また，平成２１年の広島市と東広島市は，
都市規模の大きい広島市のほうが高い水準にあ
ると考えられる。東広島市の改正法施行後一定
期間経過した同着用比率とそれと同等の都市規
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模の改正法施行前のものとを比較した場合，あ
る程度，改正法の趣旨が浸透している可能性が
あるにもかかわらず，低水準であった。総じて，
広島市及び東広島は，全国的な水準よりも低い
と考えられる。

結　　　　　論

　これまで自転車に保護者と同乗する幼児の外
部不経済の理論的な位置づけ，その解決に向け
た方策，及び，自転車に保護者と同乗する幼児
のヘルメット着用状況を議論してきた。
　幼児が自転車に同乗する際，彼らが主体的に，
自らが被る外部不経済の金銭的な不利益を評価
し，その補償額を考慮して，保護者の最適な需
要量の決定を促すことは困難であり，従って，
保護者が選ぶ最適な需要量において外部不経済
をできるだけ小さくする試みが必要となること
を指摘した。
　また，平成２０年に改正道路交通法が施行され，
「１３歳未満の幼児・児童が自転車に乗る場合，ヘ
ルメットの着用に努めること」が保護者の努力
義務とされ，この取り組みは，先に議論した理
論的なことを背景とし，事故に伴う幼児・児童
が被る不利益を防ごうとする意図で実現したも
のであり，自らその選択を十分にできない幼児
に代わって，その外部不経済を保護者に認識し
てもらう取り組みと位置づけられる。
　法律を制定し，実際にその実施の後，効果が
現れるまでには一定の期間が必要であり，この
改正法も，施行まで約一年間の周知期間が設け
られた。この前後の同乗幼児にヘルメット着用
状況を道路交通法改正前（平成１８年）のデータ
と同法改正後施行前（平成２０年）のデータを用
い統計的な検証を行った。
　その結果，道路交通法改正前（平成１８年）よ
りも同法改正後施行前（平成２０年）の自転車同
乗幼児のヘルメット着用率の方が統計学的に有
意な差があるという結果が得られた。これは，

改正法が施行されるまでの間，その趣旨の周知
活動の効果があったと考えられる。
　また，平成１８年では，都市規模にかかわらず
同ヘルメット着用率には統計学的に有意な差が
なく，平成２０年では，都市規模間の同ヘルメッ
ト着用率には，統計学的に有意な同一性は確認
されなかった。そのことから，改正法の趣旨に
関する周知活動とその効果に何らかの違いが存
在する可能性が示された。
　これを受けて，平成２０年の都市規模間の同ヘ
ルメット着用率に差があるかを統計学的に検証
し，１０万人未満の都市と１０万人以上の都市の同
ヘルメット着用率には統計学的な差があり，改
正法の趣旨についての周知活動の効果に都市規
模により違いがある点が指摘できた。効果の違
いが都市規模にあるひとつの理由として，１０万
人未満の都市規模１０万人以上の都市規模の保護
者に比べ，子供の同乗経験が少ない点も指摘さ
れた。
　広島市については，同市と同等の都市規模の
同着用比率の間には差があることが確認され，
広島市のそれは，低水準である可能性が示され
たが，広島市の平成２１年の同着用比率は，平成
２０年に比べ，上昇している可能性も示されてい
る。
　全国的には，改正法公布後施行前の期間にそ
の趣旨周知活動がなされた結果，同着用比率が
上昇し，その効果は，都市規模で異なり，１０万
人以上の都市規模のほうが，同着用比率が高い
ようである。その要因のひとつとして考えられ
たのが，都市規模別の子供との自転車同乗経験
の有無の大小であり，１０万人以上の都市規模に
おいてその値が大きいと言える。
　広島市は，改正法施行後の平成２０年から平成
２１年にかけて，同着用比率は上昇したが，同等
の都市規模と比較した場合，その値は低い水準
であると考えられる。また，平成２１年の広島市
と東広島市は，都市規模の大きい広島市のほう
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が高い水準にあると考えられる。東広島市の改
正法施行後一定期間経過した同着用比率とそれ
と同等の都市規模の改正法施行前のものとを比
較した場合，ある程度，改正法の趣旨が浸透し
ている可能性があるにもかかわらず，低水準で
あった。総じて，広島市及び東広島は，全国的
な水準よりも低いと考えられる。
　今後は，広島市及び東広島市の自転車同乗幼
児のヘルメット着用率引き上げのためどのよう
な取り組みが可能であるかについて，全国的に
高い水準とされている京都府の取り組みなどを
参考に，提言するとともに，時間的な経過に伴
う，同着用率の変化にも注目していきたい。

注

 １） 自転車対策検討懇談会（平成１８年１１月）『自転車
の安全利用に関する提言』警察庁における資料
（図９自転車乗用中死者の損傷部位割合）では，頭
部が６８.２％であることが報告されている。また，
第７回「幼児二人同乗用自転車」検討委員会（平
成２１年３月２６日）「自転車の幼児同乗に関するアン
ケート調査結果」（○自転車同乗時の子供の同乗形
態とケガの最も大きかった部位）では，約９０％が
どこかの部位にケガを負っているとの報告がされ
ている。

 ２） 外部不経済とは，他の経済主体に対価を支払わ
ずに不利益を与えることである。

 ３） 比率の差の検定は，次のようなものである。標
本の数が n１ の第１標本の比率を p１，標本の数が
n２ の第２標本の比率を p２ とした時，p１ - p２ であら
わされる確率変数は，帰無仮説 H０ : p１ = p２ = pのも
とで，平均０，分散 pq(１/n１ + １/n２)に従う。ここ
で，pは，n１ + n２ に占める，ある性質をもったも
のの比率となる。p１ に含まれるある性質をもった
ものの個数は，n１ ́ p１ であり，p２ についても同様
に求めると，n２ ́ p２ となる。これらを加え，総数
で割れば，pを求めることができる。従って， 
p = (n１ p１ + n２ p２)/(n１ + n２)となる。対立仮説 H１は，
H１ : p１ ¹ p２(p１ < p２ または p１ > p２)である。

 ４） 比率の同一性の検定では，帰無仮説 H０ は，「n
個のグループにおいて対象となる性質の比率が同
じである」に対し，対立仮説 H１「n個のグループ
の対象となる性質の比率のすべてが等しいわけで
はない」となる。検定統計量は，Q = S{（観測個
数−期待個数）２/期待個数 }で与えられ，Qは，r ́ 
cの分割表（合計の行と列は無視）のもと，自由度

(r - １) ́ (c - １)の c２（カイ二乗）分布に従う。Q
の値は，観測個数と期待個数との差が大きくなれ
ば，それに従い大きな値を取るようになり，期待
個数との差が小さいならば，小さい値を取る。す
べての観測個数が，期待個数と大きく乖離すれば，
帰無仮説が棄却され，対立仮説が採択される。

 ５） データ収集は，担当者が日常生活で移動する際
の短い時間を活用し行うよう指示した。このよう
にして収集したデータの特徴は，一回の標本数は
多くなく，移動途中の短い時間を活用するため，
同じ母集団から，異なる数の標本数を継続して収
集したものと類似している。大数の法則を考慮す
ると，標本数 nが大きなものを検定に用いる標本
とすることが望ましい。また，異なる標本収集時
期に同じ母集団からの標本収集となるため，そこ
で得られる数値は確率的に変動する確率変数の実
現値と言える。

 ベルヌーイ試行とは成功・失敗二つの結果しかな
い１回の施行であり，二項分布とはそれを n回実
施した時の分布である。二項分布に従う確率変数
Xは X = Sxiであらわされる。xiは，i番目のベル
ヌーイ試行の結果である。この二項確率変数 Xの
期待値は E(X) = E(x１) + E(x２) + … + E(xn)となり，
分散は V(X) = V(x１) + V(x２) + … + V(xn)となる。（該
当者の比率が pである）同じ母集団から抽出され
る標本であれば，その期待値と分散は，E(X) = np，
V(X) = npqとなる。また，このように収集された
データの比率は中心極限定理により，N(p,pq/n)
の正規分布に従うこととなる。
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